《一問一答方式》　一 般 質 問 答 弁 書

（担当部課　教育部　教育指導課
子ども青少年部　子ども総務課、青少年課
都市整備部　公園課）

	 質
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 者
	 通告２６番
 　原田　建議員
	 関連
 質問
	 


	 件
 名
	１　夏休み大人の宿題―市政課題２０２５

	 要
 旨
	
(2)　子どもたちに大人の宿題提出を　について


	 聞
 き
 取
 り
 内
 容
	1 　令和７年度６月議会において、フリースクール等に通う子どもへの支援についての陳情が了承された。このことをどう受け止めているか、また、その準備状況について。
②　８／２９メッセへの評価。共催など積極的な関わり必要では。
③　青少年会館で実施している学習支援（お弁当付）の応募要件、倍率はどうだったか、今後は。
④　「子ども弁当」これ以上の継続が厳しいがどのような支援が可能か。
⑤　夏休み期間の子どもの昼食への市内全体的な支援が必要では。
⑥　放課後児童クラブの今年４月の待機児童状況と、低学年でも入所できないクラブ数と待機児童数を示してください。
⑦　公園での制限や禁止により子供たちが自由に遊べない。花火や利用方法など利用者の声を聞いて柔軟な対応が必要と考えるがいかがか
⑧　先のいじめ重大事態において、調査委員会の報告書が出ていないのはなぜか。議事録は作成しているのか。また、被害者、当事者の立場に寄り添った調査をしていないように感じているが、調査委員会の委員の資質や適性はどのように担保しているのか。
⑨　議案「犯罪被害者等支援条例」により、いじめ重大事態に対してどのような支援が果たせるのか。




≪質問①≫
令和７年度６月議会において、フリースクール等に通う子どもへの支援についての陳情が了承された。このことをどう受け止めているか、また、その準備状況について伺いたい。
≪回答①≫（川口教育部長）
　まず初めに、教育委員会といたしましては、公立学校の責務として、さまざまな理由により、いな、理由すら見つけることができないままに教室に入りづらい児童生徒のために、落ち着いた空間で学習・生活ができる「場」の確保と、「寄り添える支援」が行えるよう、校内教育支援センター機能の充実を図り、子どもに直接届けることができる支援を第一に取組を進めてまいります。
次に、フリースクール等に通う児童生徒の保護者に対する経済的支援につきましては、関係部局との調整など、庁内で横断的な検討を始めたところでございます。
≪質問②≫
８月２９日に「藤沢こどもの多様な学び応援団」が開催した「自分らしい学び見つけよう！フリースクール・居場所大集合」について、共催などの積極的な関りが必要と考えるが、その評価についてお聞きしたい。
≪回答②≫（三ツ井子ども青少年部長）
ご質問にありました事業につきましては、様々なニーズを抱える子どもたちの居場所づくりに関する取組を推進するもので、本市の子ども青少年施策の方向性と合致するものであると捉えております。また、本事業については、支援者間の情報共有や活動周知などの効果を想定しておりましたが、関わる子どもたち自身が参加することで、支援者同士のみならず、一般の参加者を含めた新たなつながりを生み出す契機にもなり得るものと受け止めております。
本市といたしましては、新たに「こどもまんなか社会」の実現を図るための意識啓発事業を行うに当たり、子ども・若者向けの支援団体等の活動展示なども併せて開催したいと考えており、その中で当該団体にも参加を呼び掛けるなど、連携の在り方を検討してまいります。
≪質問③≫
青少年会館で実施している学習支援（お弁当付）の応募要件、倍率はどうだったか、今後は。
≪回答③≫（三ツ井子ども青少年部長）
藤沢青少年会館の指定管理事業として開催しております「夏休み　宿題＆（アンド）ご飯しよー」につきましては、夏休み期間中の学習習慣や生活リズムの定着を目的に食事付きの宿題応援事業として、藤沢市内の小学校１年生から６年生を対象に、各回の定員が１５名で、全１０日間実施しました。当日は、高校生リーダースクールや青少年ボランティアステーションのボランティアのサポートを受けながら、小学生が宿題や勉強に取り組み、勉強が終わった後には、お弁当を食べながら参加者同士で交流を深めることができました。
また、申し込みの延べ件数といたしましては、８６１件、倍率につきましては、約５．７倍でございまして、高い利用ニーズがあると捉えております。一昨年度から実施回数を増やしながらより多くの方にご参加いただけるよう努めてまいりました。
今後につきましても、利用者の声などを丁寧に聴きながら、より良い実施方法を検討してまいります。
≪質問④≫
「未来食堂　子ども弁当」に関する取組について、これ以上の継続が厳しいがどのような支援が可能か。
≪回答④≫（三ツ井子ども青少年部長）
夏休みの子どもの食事に関する不安が社会的な課題となっていることは認識しております。
本市といたしましては、現時点で、個別の居場所や子ども食堂、地域活動団体への直接的な補助については、想定しておりませんが、地域活動の連携促進や共通する基盤整備などに関する支援をしてまいりたいと考えております。
なお、社会的な課題の解決に資する事業であると捉えていることから、引き続き、本事業の周知に関する協力などの側面的な支援をしてまいります。
≪質問⑤≫
夏休み期間の子どもの昼食に対して、市内全体的な支援が必要ではないか。
≪回答⑤≫（三ツ井子ども青少年部長）
長期休業中における子どもの昼食を支援する取組につきましては、特に経済的な困難を抱える家庭等への子どもの貧困の解消を目的として、その必要性は認識しているものの、すべての子どもを区別なく対象として捉えた場合に、財源や実施体制など継続性の観点から課題があると捉えております。
市といたしましては、多様な支援者や支援団体とのネットワークを持つ市社会福祉協議会が運営する、子どもの食支援のための拠点に関する運営経費の一部を継続的に補助すること等により、ひとり親家庭を支えるフードバンクや、子どもや地域に対する様々なニーズに対応する子ども食堂を、側面的に支援するなどの取組を続けているところでございます。
≪質問⑥≫
放課後児童クラブにおける今年４月の待機児童状況についてお聞きします。低学年でも入所できないクラブ数と待機児童数を教えてください。
≪回答⑥≫（三ツ井子ども青少年部長）
　放課後児童クラブにおける今年４月の１年生から３年生までの、希望する児童クラブに入所できない児童の状況でお答えしますと、全８２クラブ中、４１クラブにおいて入所できない児童が発生しており、その合計人数は１８６人でした。
≪質問⑦≫
公園についてです。夏休み、室内の子どもの家などの施設の中では走り回ることも出来ず、外に出て公園に行っても色々な制限があり自由に遊べない公園ばかりである。公園では花火も禁止されており、花火をやったことがない子どももたくさんいる。もっと公園利用者の声を聞いて利用方法を決めていくなど柔軟な対応が必要と考えるが見解をお聞かせください。
[bookmark: _Hlk207210585]≪回答⑦≫（額賀都市整備部長）
公園につきましては、自由利用を原則としておりますが、誰もが安全安心に利用できるようルールを定めております。
花火の使用につきましては、自治会や町内会などが主体となり、地域への周知や、安全対策など、一定の条件を満たした中で可能としています。
また、公園利用者の意見につきましては、今後の公園整備や維持管理の計画に役立てるため、令和５年３月に、広報ふじさわや、市民センターでの周知のほか、ホームページやＬＩＮＥの電子媒体を通じて「公園に関するアンケート」を実施し、４，３８０件もの様々なご意見をいただきました。
今後は、これらのご意見を参考にしながら、利用者に満足していただける公園づくりを目指し、取り組んでまいりたいと考えております。
≪質問⑧≫
先のいじめ重大事態において、調査委員会の報告書が出ていないのはなぜか。議事録は作成しているのか。また、被害者、当事者の立場に寄り添った調査をしていないように感じているが、調査委員会の委員の資質や適性はどのように担保しているのか伺いたい。
≪回答⑧≫（川口教育部長）
　はじめに、当該いじめ重大事態については、現在も調査中であるため、報告に至っておりませんこと、また、調査委員会の議事録は作成しておりますこと、ご承知おきください。
次に、藤沢市いじめ問題調査委員会の委員につきましては、文部科学省が示す「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に則り、法律・医療・心理・福祉等の専門家により構成しており、公平性および中立性の確保及び、専門的知見を活かした調査体制を構築しております。
委員の委嘱につきましては、教育委員会定例会の審議事項であり、定例会の承認を必要とすることから、高い資質と適性の確保について、十分に担保されているものと認識しているところでございます。
≪質問⑨≫
議案「犯罪被害者等支援条例」により、いじめ重大事態に対してどのような支援が果たせるのか、教育委員会の考えを伺いたい。
≪回答⑨≫（川口教育部長）
　子どもは、子ども同士の関わり合いの中で、時には衝突や意見の相違を経験しながら成長していく一方で、現代のいじめの中には、そうした子ども同士の成長過程に伴う衝突や接触の程度を逸脱し、いじめを受ける子どもの人権を侵害する行為もあります。
こうしたいじめを受けた子どもに対しましては、当該条例の基本理念に謳っている「個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう」、個別の事案に応じて第３条の基本理念に基づき、第４条に明記された市の責務が遂行されるものとの認識でございます。
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